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第
二

章
運
輸
機
関

第
一
節

伝
馬
か
ら

運
輸
会
社
へ

馬
を
使
っ
て
物
資
を
運
搬
し
た
り
あ
る
い
は
情
報
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
古
来
か
ら
人
間
生
活
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
主

要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
化
二
年
(
六
四
六
)
の
大
化
改
新
の
詔
お
よ
び
令
制
で
諸
国
の
官
道
に
駅
を
設
け
て
伝
馬
・
駅
馬
を
置
く
こ
と

が
定
め
ら
れ
、
公
用
の
場
合
に
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
が
官
制
の
運
輸
機
関
の
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
る
。
『
延
喜
式

』

に
は
「
甲
斐
国
駅
馬
、
水
市
・
河
口
・
加
吉
各
五
疋
」
の
記

載が
あ
る
様
に
甲
斐
国
府
か
ら
御
坂
峠
を
過
ぎ
河
口
・
山
中
の
両
湖
畔
を
経

て
籠
坂
峠
を
越
え
て
駿
河
国
東
海
道
に
至
る
道
に
は
五
定
ず
つ
の
伝
馬
が
置
か
れ
て
い
た
が
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
公
用
の
た
め
の
も
の
で

あ
り
、
一
般
の
人
々
は
自
分
の
馬
や
借
り
た
馬
を
使
っ
て
の
物
資
の
輸
送
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

本
村
を
通
る
若
彦
路
も
古
く
か
ら
開
か
れ
た
道
で
は
あ
っ
た
が
、
官
道
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
駅
馬
、
伝
馬
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、

甲
斐
国
府
よ
り
大
石
峠
、
鳴
沢
、
青
木
ヶ
原
樹
海
を
一
直
線
に
駿
河
に
通
ず
る
道
と
し
て
多
く
の
人
々
に
利
用
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
伝
馬
制
度
も
平
安
末
期
に
な
る
と
次
第
に
衰
微
し
、
つ
い
に
は
有
名
無
実
の
状
態
と
な
り
戦
国
時
代
に
入
る
。
全
国
各
地
に
台
頭
す

る
戦
国
大
名
に
よ
り
軍
事
目
的
を
第
一
と
す
る
伝
馬
制
度
が
は
じ
ま
る
。

関
東
に
お
け
る
武
田
家
、
北
条
家
の
伝
馬
制
度
は
他
国
の
制
度
よ
り
も
整
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
本
村
に
接
す
る
西
湖
、
さ
ら
に
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中
道
往
還
沿
い
の
本

栖
、
精
進
地
区
に
残
さ
れ
て
い
る
武
田
家
文
書
等
に
よ
り
こ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

関
ヶ
原
の
役
が
終
わ
っ
た
直
後
の
慶
長
六
年
(
一
六
〇
一
)
に
ま
ず
東
海
道
が
整
備
さ
れ
、
そ
し
て
近
世
の
宿
場
が
設
け
ら

れ
た
。

徳

川
幕
府
は
五
街
道
を
制
定
し
、
そ
の
他
の
主
要
道
を
脇
街
道
と
し
て
伝
馬
の
制
度
を
強
力
に
推
進
す
る
。
古
代
、
中
世
、
そ
し
て
近
世
わ

が
国
の
伝
馬
制
度
は
人
か
馬
が
走
る
だ
け
で
車
を
使
っ
て
の
伝
馬
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

西
欧
諸
国
で
人
を
乗
せ
た
り
物
を
運
ぶ
の
に
車

を
主
体
と
し
た
の
と
大
き
な
相
違
が
あ
る
の
は
国
土
に
山
坂
や
河
川
が
多
い
た
め
に
車
が
発
達
し
な
か
っ
た
わ
が
国
の
特
殊
性
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

甲
州
道

中
の

石
和
よ
り
上
黒
駒
、
藤
ノ

木
、

川
ロ
、

上
吉

田
、

山
中
と

通
じ
る

駿
州
東
往
還
と
、

甲
府
か
ら

右
左
口
、

古
関
、

精
進
、

本
栖
の
中
道
往
還
も
脇
街
道
と
し
て
の
小
規
模
な
宿
駅
体
型
が
と
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
駅
に
は
駅
務
を
担
当
す
る
役
人
の
問

屋
、

宿
役
人
が
お
り
、

そ
の
下
に
人
足
や
馬
の
継
ぎ
立
て
等
の
実
務
を
行
う
「
帳
付
け
」、
「
馬
差
し
」
と
呼
ば
れ
る
人
達
が
配
備
さ
れ
て

い
た

。

主
要
街
道
に
お
け
る
宿
駅
の
任
務
と
し
て
人
馬
の
継
立
、

旅
人
の
休
泊
に
対
す
る
施
設
の
管
理
と
飛
脚
の
継
立
業
務
等
が
あ
げ
ら
れ
る

が
、
脇
街
道
で
あ
る
駿
州
東
往
還
や
中
道
往
還
の
場
合
は
人
馬
の
継
立
が
主
自
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
制
度
は
公

用
の
武
士
や
公

家
、
あ
る
い
は
社
寺
関
係
等
あ
ら
か
じ
め
利
用
出
来
る
者
を
定
め
た
あ
く
ま
で
も
公
用
の
た
め
の
施
設
で
こ
れ
ら
の
人
た

ち
の
利
用
の
な
い
場
合
に
一
般
の
人
々
も
利
用
出
来
る
と
は
言
っ
て
も
実
際
に
は
民
衆
に
は
手
の
届
か
ぬ
制
度
で
あ
っ
た
。
で
は
一
般
の

お
さ
だ
め

人
た
ち
が
宿
々
で
人
足
や
駄
馬
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
用
の
人
た
ち
が
支
払
う
人
馬
賃
銭
(
こ
れ
を
御
定
賃
銭
と
い
う
)
よ
り

も
割
高
の
相
対
賃
銭
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
宿
の
人
馬
継
は
宿
と
宿
の
間
を
一
区
切
り
と
し
、
こ
の
区
間
の
み
の
継
ぎ

送
り
で
次
の
宿
に
到
着
す
る
と
そ
こ
の
人
馬
と
交
代
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

。

こ
の
様
な
宿
ご
と
の
人
馬
を
使
う
こ
と
を
し
な
い
で
自
分
で
人
足
や
馬
を
使
っ
て
、
目
的
地
ま
で
途
中
馬
を
替
え
ず
に
物
を
運
ぶ
人
た
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ち
も
出
現
す
る
。
こ
れ
は
一
応
自
分
の
荷
物
と
称
し
て
は
い
る
が
、
後
に
な
る
と
賃
銭
を
と
っ
て
荷
物
を
運
ぶ
の
を
業
と
す
る
も
の
も
出

て
来
る
。
信
州
松
本
を
中
心
と
す
る
中
馬
(
ち
ゅ
う
ま
)
が
こ
れ
で
あ
る
。
当
然
、
途
中
通
過
す
る
宿
駅
と
騒
ぎ
が
起
き
る
が
農
閑
期
に

お
け
る
農
民
の
駄
賃
稼
ぎ
と
の
こ
と
か
ら
黙
認
の
か
た
ち
で
続
け
ら
れ
た
。

一人
の
馬
子
が
四
、
五
疋
の
駄
馬
を
引
き
、
主
と
し
て
脇
街
道
を
目
的
地
ま
で
運
ぶ
(
途
中
馬
を
替
え
ず
に
運
ぶ
の
で
「
付
け
通
し
」
と
言

う
)
中
馬
は
信
州
を
は
じ
め
甲
州
、
駿
州
で
発
展
し
た
運
送
手
段
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
農
閑
期
に
農
耕
馬
を
使
っ
て
物
を
運
ぶ
駄
賃
稼

ぎ
も
山
間
地
の
人
達
の
収
入
源
の
一
つ
と
な
る
と
と
も
に
「
陸
の
千
石
船
」
と
も
呼
ば
れ
て
内
陸
の
産
物
と
海
冊
岸
地
域
の
物
資
の
流
通
に

大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
。

明
治
新
政
府
に
よ
る
近
代
化
の
波
は
、
従
来
の
交
通
運
輸
機
構
に
も
い
ろ
い
ろ
な
変
化
を
き
た
し
た
。

明
治
二
年
(
一
八
六
九
)
全
国

の
関
所
の
廃
止
に
は
じ
ま
り
、
新
橋
―

横
浜
間
の
鉄
道
開
通
、

新
式
郵
便
の
創
業
は
と
も
に
明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
の
こ
と
で

あ
り
、

文
明
開
化
の
声
の
も
と
、
旧
幕
時
代
の
諸
制
度
は
改
革
さ
れ
て
い
く
。

全
国
主
要
街
道
で
実
施
さ
れ
た
宿
駅
制
度
も
改
革
さ
れ
た
も
の
の

一
つ
で
あ
る
。

こ
れ
は
明
治
新
政
府
の

指
導
の
も
と
に
従
来
と
か
く
不
満
の
山
積
し
て
い
る
伝
馬
助
郷
制
度
を
廃
止
し
て
各
宿
駅
ご
と
に
新
し
く

「
陸

運
会
社
」
を
設
立
し
、
こ
れ
に
運
輸
業
務
を
肩
が
わ
り
さ
せ
よ
う
と
の
目
途
の
も
と
に
、
そ
の
設
立
は
政
府
の
手
に
よ
り
半
強
制
的
に
設

立
さ
れ
て
い
っ
た
。
明
治
四
年
(
一
八
七
一)

に
東
海
道
沿
い
に
新
会
社
が
旧
宿
駅
ご
と
に
一
社
宛
設
立
さ
れ
た
の
を
手
は
じ
め
に
、
各

街
道
に
順
次
設
立
さ
れ
て
い
く
。

山
梨
県
で
は
甲
州
道
中
が
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
七
月
、
信
州
佐
久
往
還
、
駿
州
東
往
還
(
旧
鎌
倉
往

還
)
、
そ
し
て
富
士
川
沿
い
の
駿
州
往
還
に
は
同
年
八
月
、
そ
し
て
駿
州
中
道
往
還
に
は
十
一
月
に
そ
れ
ぞ
れ
山
梨
県
よ
り
会
社
の

設
立

許
可
が
下

り
た
。

こ
の
会
社
の
創
業
に
よ
り
従
来
の
宿
駅
伝
馬
制
度
は
廃
止
と
な
っ
た
が
、
新
会
社
の
実
態
は
従
来
の
宿
駅
体
制
と
あ
ま
り
変
わ
る
も
の
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で
は
な
か
っ
た
が
、
各
街
道
で
人
足
と
し
て
あ
る
い
は
駄
馬
を
引
い
て
稼
業
と
し
よ
う
と
す
る
者
は
新
会
社
に
入
社
し
、
鑑
札
を
受
け
て

業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
加
入
に
際
し
て
も
応
分
の
出
資
金
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
、
近
代
的
な
制
度
も
取

り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
新
会
社
も
そ
れ
を
運
営
す
る
人
々
の
旧
宿
駅
制
度
から

の
脱
却
出
来
な
い
気
分
や
新
会

社
へ
の
切
り
替
え
の
不
十
分
さ
等
い
ろ
い
ろ
な
原
因
が
重
な
り
、
政
府
の
目
標
と
す
る
も
の
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。

明
治
政
府
は
、
こ
の
新
会
社
の
設
立
を
推
進
す
る
と
と
も
に
旧
定
飛
脚
問
屋
を
ま
と
め
て
出
資
者
と
し
た
「
陸
運
元
会
社
」
の
設
立
を

計
画
し
、
各
宿
駅
陸
運
会
社
の
設
立
を
認
め
た
一
年
後
の
明
治
五
年
に
「
陸
運
元
会
社
」
を
認
可
し
た
。
す
で
に
業
務
を
行
っ
て
い
る
各

宿
駅
の
陸
運
会
社
に
対
し
て
は
新
し
く
設
立
さ
れ
た
「
陸
運
元
会
社
」
の
加
入
を
す
す
め
、
従
来
の
各
陸
運
会
社
を
順
次
廃
止
す
る
方
針

で
全
国
一
本
化
の
道
を
進
む
。
こ
の
陸
運
元
会
社
は
荷
物
の
運
送
を
専
業
と
す
る
会
社
で
、
の
ち
に
内
国
通
運
株
式
会
社
と
な
り
、
現
在

の
日
本
通
運
株
式
会
社
と
な
る
。

こ
の
陸
運
元
会
社
に
よ
る
街
道
の
物
資
輸
送
と
競
合
す
る
形
で
は
あ
る
が
、
旧
幕
時
代
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
中
馬
に
よ
る
運
輸
機
構
を

生
か
し
た
輸
送
機
関
と
し
て
長
野
、
山
梨
の
両
県
に
「
中
馬
会
社
」
が
設
立
さ
れ
る
。
こ
の
中
馬
会
社
は
陸
運
元
会
社
の
加
入
業
者
も
多

く
含
ま
れ
、

実
質
的
に
は
業
務
提
携
が
な
さ
れ
地
域
に
密
着
し
た
運
輸
機
関
と
し
て
発
展
す
る
。
本
村
に
は
明
治
六
年
に
陸
運
元
会
社
と

合
併
し
た
「
甲
斐
国
中
馬
会
社
鳴
沢
分
社
」
が
あ
っ
た
が
、
陸
運
元
会
社
の
発
展
と
と
も
に
内
国
通
運
会
社
へ
と
移
っ
て
い
く
。

な
お
、
本
村
の
馬
に
つ
い
て
は
、
大
正
五
年
(
一
九
一
六)

八
月
現
在
の
山
梨
県
志
編
纂
会
『
南
都
留
郡
町
村
取
調
書
四
』
の
中
に
「
馬

ハ
駄
馬
ノ
ミ
現
在
百
八
十
二
頭
ア
リ

其
車
ラ
挽
カ
シ
ム
ル
モ
ノ
十
余
頭

其
他
へ
耕
作
用

=
使
役
ス
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
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第
二

節
幻
の
甲
信
鉄
道
と
富
士
山
麓
電
鉄

明
治
十
年
の
後
半
に
な
る
と
新
し
い
産
業
の
発
達
と
と
も
に
全
国
各
地
で
民
間
人
に
よ
る
鉄
道
敷
設
計
画
が
起
こ
っ
て
来
る
。
当

時
、

急
速
に
発
達
す
る
機
械
製
糸
と
こ
れ
に
と
も
な
う
原
料
と
燃
料
の
石
炭
の
輸
送
間
題
が
か
ら
ん
で
関
東
甲
信
地
方
の
生
糸
業
関
係
の
実
業

家
が
中
心
と
な
っ
て
、
京
浜
地
方
と
生
糸
の
生
産
地
で
あ
る
甲
州
と
信
州
を
鉄
道
で
結
ぶ
と
言
う
計
画
で
設
立
さ
れ
た
の
が
甲
信
鉄
道
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
二

十
年
(
一
八
八
七
)
五
月
二
十
六
日
に
横
浜
市
の
平
沼
専
蔵
他
二
十
二
名
を
発
起
人
と
し
て
資
本
金
四

百
五
十
万
円
の
甲
信
鉄
道
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。

そ
れ
と
と
も
に
発
起
人
は
東
海
道
御
殿
場
か
ら
甲
府
を
経
て
松
本
ま
で
の
百
十
八
マ
イ
ル
(
一
八
九
・
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
の
鉄
道
を

敷

設
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
延
長
し
て
北
陸
へ
達
す
る
計
画
の
免
許
申
請
を
提
出
す
る
。
発
起
人
の
中
に
は
若
尾
逸
平
、
小
野
金
六
、
佐
竹
作

太
郎
の
甲
州
財
界
人
の
他
に
郵
便
創
業
に
功
績
の
あ
っ
た
前
島
密
(
現
行
の
一
円
郵
便
切
手
に
は
彼
の
肖
像
が
描
か
れ
て
い
る
)
ら
の
名
が
み

え
る
。
こ
の
申
請
に
対
し
て
明
治
二
十
年
(
一
八
八
七
)
七
月
十
一
日
付
で
つ
ぎ
の
仮
双
免
状
が
下
付
さ
れ
た
。

第
一
号

仮
免
状

甲
信
鉄
道
会
社
発
起
人
平
沼
專
蔵
外
廿
二
人

駿
河
国
御
殿
場
ョ
リ
甲
斐
国
甲
府
信
濃
国
諏
訪
ヲ
径
テ
全
国
松
本

ニ
至
ル
鉄
道
布
設
ノ
出
願
二
依
リ
玆
ニ
全
線
路
実
地
測
量
ス
ル
コ
ト

ヲ
許
可
ス
但
右
測
量
期
限
、
此
仮
免
状
下
付
ノ
ヨ日
ミ
リ
十
八
ヶ
月
以
内
ト
ス
此
期
限
ヲ
経
過
シ
私
設
鉄
道
條
例
第
三
條
ニ
記
載
ス
ル
図
面

書
類
ヲ
調
整
シ
差
出
サ
ム
レ
バ
此
仮
免
状
、
無
効
ノ
モ
ノ
ト
ス

明
治
二
十
年
七
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
伊
藤
博
文

(
鉄
道
ビ
ク
ト
リ
ア
ル
三
〇
八
号
四
四
頁
写
真
よ
り
)
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こ
の
仮
免
状
交
付
と
甲
信
鉄
道
に
つ
い
て
明
治
二
十
年
七
月
十
六
日
付
の
山
梨
日
日
新
聞
は
第
一
面
に
つ
ぎ
の
様
に
報
道
し
て
い
る
。

「
甲
信
鉄
道
は
其
地
を
駿
州
御
殿
場
な
る
東
海
道
鉄
道
幹
線
の
通
す
る
所
に
起
し
て
信
州
松
本
に
通
す
此
両
地
の
間
路
線
の
延
長
百
十

八
哩
に
し
て
其
中
間
路
線
の
経
過
せ
る
地
名
を
挙
げ
れ
ば
御
殿
場
よ
り
富
士
の
裾
野
を
迂
回
し
来
り
て
鳴
沢
、
念
場
を
過
ぎ
青
木
原
を
走

り
鍵
掛
嶺
に
上
り
芦
川
に
沿
ふ
て
市
川
上
野
の
辺
に
出
で
笛
吹
川
を
渡
り
て
甲
府
に
達
す
甲
府
は
大
停
車
場
の
在
る
所
此
分
更
に
線
を
起

し
て
韮

崎
、
穴
山
、
日
野
春
、
瀬
沢
、
茅
野
を
経
、
諏
訪
湖
を
迂
回
し
小
野
に
出
で
塩
尻
を
越
え
て
松
本
に
達
す
る
な
り

尚
ほ
発
起
者

の
起
業
目
論
見
書
に
は
此
の
鉄
道
に
し
て
成
功
せ
ば
更
に
松
本
ぐ
其
線
を
伸
張
し
て
信
越
鉄
道
に
接

続
し
以
て
日
本
の
中
心
を
横
断
し
て

北
海
南
海
の
間
に
貫
線
す
べ
し
と
明
記
し
あ
り
と
云
ふ
蓋
し
其
望
み
過
大
な
る
に
似
た
り
と
雖
も
亦
た
決
し
て
架
空
に
非
さ
る
べ
し

次

に
甲
信
鉄
道
の
工
費
は
総
額
四
百
拾
九
万
七
千
九
百
五
十
円
に
し
て
平
均
一
哩
の
費
用
三
万
五
千
五
百
七
十
五
円
の
見
積
り
な
り
故
に
資

本
金
額
は
先
づ
差
向
き
四
百
五
十
万
円
と
定
む
」

こ
の
甲
信
鉄
道
は
仮
免
状
を
得
る
と
、
東
京
帯
国
大
学
工
科
大
学
で
土
木
工
学
を
専
修
し
た
若
手
新
進
技
師
の
佐
分
利
一
嗣
を
主
任
技

師
と
し
て

直
ち
に
実
測
に
着
手
し
た
。
当
時
の
測
量
状
況
に
つ
い
て
山
梨
日
日
新
聞
に
つ
ぎ
の
様
な
記
事
が
あ
る
。

「
◎
技
師
の
勉
強

甲
信
鉄
道
布
設
路
線
の
実
地
測
量
に
従
事
し
居
ら
る

ゝ
十
数
名
の
技
術
者
は
目
下
孰
れ
も
非
常
の
勉
強
に
て
炎
天

ひ
た
す
ら

雨
天
の
嫌
ひ
な
く
終
日
山
野
谿
谷
の
間
に
立
ち
て
只
管
そ
の
成
功
を
急
ぎ
居
ら
る

」
よ
し
中
に
就
て
富
士
山
下
の
如
き
は
此
頃
の
雨
天
に

し
せ
き

て
毎
日
烟
霧
の
深
き
時
に
は
殆
ん
ど
咫
尺
も
弁
ぜ
ぬ
程
な
り
と
云
へ
ば
測
量
に
難
儀
な
る
べ
し
と
は
誰
れ
し
も
思
当
る
と
こ
ろ
な
る
が
技

た
た
ず

術
測
者
は
雨
を
冒
し
て
実
測
に
従
事
し
測
量
器
械
に
桐
油
を
被
せ
て
空
し
く
其
側
に
佇
み
居
り
雲
行
き
の
変
ず
る
際
瞬
間
前
路
の
透
見
し

ば
か

得
ら
る

ゝ
位
な
る
に
も
撓
ま
ず
終
日
其
業
に
勤
労
し
居
ら
れ
又
た
鍵
掛
峠
の
実
測
技
師
は
山
の
中
腹
に
僅
か
四
畳
敷
わ計謝
り
の
天
幕
を
張
り

て
夜
間
は
数
名
此
の
中
に
雑
宿
せ
ら
る

様
実
に
他
人
の
想
像
外
の
苦
役
に
服
し
居
ら
る
と
に
は
見
る
人
ご
と
に
感
歎
せ
ざ
る
な
り
と
聞

け
り
」
(
明
治
二
十
年
七
月
廿
一
日
付
記
事
)
ま
た
主
任
技
師
の
佐
分
利
一
嗣
の
動
行
に
つ
い
て

「
又
た
右
の
実
測
を
監
督
せ
ら
る

ゝ
技
師
佐
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分
利
一
嗣
氏
は
昨
日
午
前
に
県
庁
に
至
り
て
何
事
か
照
会
せ
ら
る
ヶ
所
あ
り
夫
よ
り
市
川
甲
府
間
の
路
線
を
実
視
せ
ら
れ
し
が
昨
夜
は
甲

府
に
泊
し
今
朝
早
発
再
た
び
松
本
迄
巡
視
し
来
ら
る

筈
な
り
」
と
報
じ
て
い
る
。

佐
分
利
は
こ
の
様
に
実
測
を
行
い
な
が
ら
甲
府
盆
地

を
囲
む
険
し
い
山
岳
地
帯
を
い
か
に
し
て
越
え
る
か
と
種
々
検
討
し
た
結
果
、
甲
府
か
ら
市
川
大
門
経
由
、
芦
川
沿
い
に
東
進
し
、
ス
イ

ッ
チ
バ
ッ
ク
を
繰
り
返
し
な
が
ら
鶯
宿
入
沢
川
― ‒
鍵
掛
峠
―
西
湖
の
西
岸
に
出
て
鳴
沢
～ ‒
吉
田‒ ‒

御
殿
場
に
通
ず
る
か
又
は
古
関
か
ら
車

輌
を
ケ
ー
ブ
ル
で
引
っ
ぱ
っ
て
上
下
さ
せ
る
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
方
式
で
精
進
湖
に
出
て
御
殿
場
に
出
る
路
線
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
計
画
を

提
出
し
た
の
で
あ
る
。
甲
信
鉄
道
会
社
は
こ
れ
に
も
と
づ
き
、
明
治
二
十
一
年
(
一
八
八
八)

九
月
二
十
一
日
に
御
殿
場
‒
松
本
間
の
正

式
免
状
下
付
申
請
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
時
の
鉄
道
局
長
井
上
勝
は
「
基
線
路
、
地
勢
険
悪
ナ
ル
部
分
多
ク
シ
テ
工
事
の
困
難
ナ
ル

事
未
タ
多
ク
其
比
ヨ
見

ズ
、
故

=
仮
令
敷
設
工
事
、
成
功
シ
得
ル
モ
運
輸
営
業
上
に
費
途
ッ
要
ス
ル
コ
ト
タ
カ
ル
ヘ
シ
、
(
中
略
)
是
レ
発

起
人
等
カ
右
計
画
ヲ
立
ツ
ル
ニ
当
リ
相
当
ノ
経
験
ア
ル
人
ラ
得
テ
之

ニ
従
事
セ
シ
メ
タ
ル
コ
ト
無
キ
ニ
由
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
要
ス
ル
ニ
計
画

ノ
全
体
妥
当
ナ
リ
ト
認
メ
難
キ
ヲ
以
テ
免
許
状
ラ
ド下
付
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」
(
富
士
山
麓
史
三
一
六
頁
よ
り
)
と
の
意
見
を
具
申
し
て
反

対
の
態
度
を
と
っ
た
。
井
上
鉄
道
局
長
も
こ
の
甲
信
鉄
道
を
実
地
検
分
し
た
様
で
、
明
治
二
十
年
七
月
十
六
日
付
の
山
梨
日
日
新
聞
に

「
来
峡
の
噂
」
と
し
て
つ
ぎ
の
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
井
上
鉄
道
局
長
に
は
甲

信
鉄
道
布
設
路
線
を ふ
実
視
せ
ら
る
」
た
め
本
月
下
旬
御
殿
場
松
本
の
間
を
一
巡
せ
ら
る
」
と
の
説
あ
り

」‒
井

上
局
長
来
県
の
記
事
が
報
道
さ
れ
て
い
な
い
の
で
巡
見
は
実
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
実
地
検
分
の
結
果
と
し
て
大
工
事

で
あ
り
会
社
の
資
金
不
足
を
実
感
す
る
と
と
も
に
新
人
と
も
い
え
る
佐
分
利
技
師
の
計
画
に
不
安
を
感
じ
た
結
果
が
先
の
不
許
可
の
意
見

具
申
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
発
起
人
等
は
会
社
の
出
資
増
額
を
行
っ
て
再
出
願
し
た
が
こ
の
甲
府
―
御
殿
場
間
の
鉄
道
敷
設
は
結

極
認
可
が
も
ら
え
ず
、

建
設
の
容
易
な
甲
府
‒
松
本
間
に
つ
い
て
の
み
、

明
治
二
十
二
年
(
一
八
八

九)
に
免
許
が
下
付
さ
れ
た
。

し
か

し
日
本
列
島
の
中
央
部
を
横
断
す
る
幹
線
鉄
道
の
完
成
を
要
求
す
る
軍
部
の
働
き
か
け
に
よ
り
官
営
の
中
央
本
線
の
敷
設
計
画
が
発
表
さ
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れ
た
り
、
不
況
に
よ
る
株
式
募
集
の
不
成
績
が
災
い
し
甲
府
ー
松
本
間
の
鉄
道
計
画
も
中
止
と
な
り
会
社
も
解

散
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
甲
信
鉄
道
の
発
起
人
等
が
新
進
気
鋭
の
佐
分
利
一
嗣
を
起
用
せ
ず
鉄
道
院
の
技
師
か
お
雇
い
外
国
人
等
経
験
の
あ
る
者
の
手
に
よ
り
計

画
し
、
申
請
書
を
提
出
し
て
い
た
な
ら
ば
現
在
、
本
村
に
御
殿
場
と
甲
府
を
結
ぶ
鉄
道
が
通
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
あ
と
大
正
十
五
年
(
一
九
二

六)
九
月
に
は
富
士
山
麓
電
気
鉄
道
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
事
業
計
画
の
中
央
線
大
月
駅
を

起
点
と
し
て
吉
田
、
山
中
湖
に
至
る
二
十
マ
イ
ル
、
吉
田
、
河
口
湖
、

西
湖
、

精
進
湖
を
通
り
、

身
延
鉄
道
下
部
駅
ま
た
は
常
葉
駅
と
を

結
ぶ
二
十
四
マ
イ
ル
の
鉄
道
の
敷
設
が
あ
り
、
同
社
は
、
ま
ず
大
月
駅
よ
り
小
沼
、
吉
田
間
の
電
気
鉄
道
線
路
か
ら
着
工
し
た
が
折
か
ら

の
世
界
恐
慌
と
自
動
車
に
よ
る
交
通
改
革
時
代
到
来
、
そ
し
て

第
二
次
世
界
大
戦
に
突
入
し
た
た
め
大

月
、
吉
田
間
の
電
鉄
敷
設
の
み
に

終
わ
っ
た
。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
富
士
山
麓
電
気
鉄
道
株
式
会
社
の
堀
内
良
平
社
長
は
昭
和
十
四
年
六
月
十
六
日
の
大
株
主
会
に
お
い
て

つ
ぎ
の

様
に
話
を
し
て
い
る

。

「(
前
略
)こ
の
会
社
は
先
以
て
電
気
鉄
道
敷
設
を
第
一
目
的
と
致
し
て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
線
路
は
会
社
創
立
の
際
に
標
榜

し
ま
し
た
や
う
に
、

中
央
線
の
大
月
駅
か
ら
上
吉
田
の
登
山
口
へ
参
り
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
右
に
折
れ
て
河
口
、

西
、
精
進
、

本
栖
の
四

湖
を
縫
っ
て
、
さ
う
し
て
富
士
身
延
鉄
道
下
部
駅
に
繋
ぎ
、
併
せ
て
下
部
、
身
延
、
甲
府
に
聯
絡
を
取
る
こ
と
、
ま
た
更
に
吉
田
か
ら
左

に
参
り
ま
し
て
、
山
中
、

須
走
を
経
て
省
線
の
御
殿
場
駅
に
繋
ぐ
二
つ
の
線
路
で
、

総
計
延
長
九
十
三
料
、
哩
に
し
ま
すと

六
十
一
哩
ば

か
り
の
鉄
道
で
あ
り
ま
す
が
、
先
ず
こ
れ
を
第
一
に
や
ら
な
け
れ
ば
い
か
ぬ
と
い
ふ
の
で
、
鉄
道
工
事
に
着
手
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

(
中
略
)
そ
れ
か
ら
こ
の
鉄
道
の
方
針
で
あ
り
ま
す
が
、

会
社
が
大
月
か
ら
吉
田
ま
で
二
十
五
軒
程
の
鉄
道
を
敷
設
致
し
ま
し
た
頃
か
ら
、

だ
ん
だ
ん
自
動
車
輸
送
が
盛
ん
に
な
っ
て
参
り
ま
し
て
、
道
路
を
改
良
し
て
自
動
車
輸
送
を
す
る
の
が
宜
か
ら
う
と
い
ふ
や
う
に
な
っ
て

来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
会
社
で
も
鉄
道
を
敷
く
こ
と
と
な
る
と
非
常
に
金
も
か
か
り
ま
す
し
、
自
動
車
輸
送
に
変
っ
た
方
が

宜
か
ら
う
と
い
ふ
の
で
、
自
動
車
輸
送
の
方
針
を
立
て
ま
し
た
(
後
略
)」
(
富
士
山
麓
電
鉄
大
株
主
会
速
記
録

)
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こ
の
様
に
し
て
つ
い
に
本
村
を
通
過
す
る
鉄
道
は
す
べ
て
幻
の
も
の
と
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

第
三
節

馬
車

鉄
道

わ
が
国
最
初
の
一
般
運
送
営
業
を
目
的
と
す
る
私
鉄
は
明
治
十
五
年
(
一
八
八
二
)
開
業
の
東
京
馬
車
鉄
道
が
第
一
号
で

あ
る
。

馬
車

鉄
道
は
都
市
の
交
通
機
関
と
し
て
発
足
し
た
も
の
と
、
地
方
の
主
要
交
通
機
関
と
し
て
出
発
し
た
も
の
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者

は
、
市
街
地
域
を
連
絡
し
そ
の
線
路
は
ほ
と
ん
ど

道
路
上
に
敷
設
さ
れ
旅
客
の
輸
送
に
限
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。

後
者

は
、
そ
の
簡
便
な

形
態
が
蒸
気
機
関
車
等
を
利
用
す
る
ほ
ど
輸
送
需
要
も
大
き
く
な
く
距
離
も
短
い
の
が
特
徴
で
そ
の
線
路
は
道
路
外
の
専
用
敷
に
設
け
ら

れ
、
旅
客
貨
物
の
両
方
が
そ
の
輸
送
対
象
と
な
る
。
本
県
に
お
い
て
は
、

明
治
三
十
一
年
(
一
八
九
八
)
五
月
に
山
梨
馬
車
鉄
道
会
社
が

甲
府
勝
沼
間
の
運
行
を
開
始
、
さ
ら
に
こ
の
線
は
甲
府
を
経
て
小
井
川
(
中
巨
摩
郡
田
富
町
)
ま
で
延
長
さ
れ
る
。
明
治
三
十
三
年
(
一
九

〇
〇 ○
)
九
月
に
都
留
馬
車
鉄
道
が
吉
田
金
鳥
居
か
ら
山
中
湖
ま
で
の
間
を
開
業
、

明
治
三
十
六
年
一
月
に
は
富
士
馬
車
鉄
道
が
大
月
か
ら

小
沼
間
を
運
転
開
始
し
た
。
後
に
都
留
馬
車
鉄
道
が
吉
田
‒ ‒
小
沼
間
の
営
業
路
線
を
延
長
し
た
こ
と
に
よ
り
中
央
東
線
大
月
駅
よ
り
吉
田

に
至
る
交
通
は
一
応
馬
車
鉄
道
に
よ
り
連
絡
す
る
こ
と
が
出
来
る
様
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
吉
田 ‒―

船
津
‒―
本
栖
間
を
馬
車
鉄
道
で
連
絡
す
る
目
的
で
富
北
軌
道
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
同
社
は
明
治
四
十
三
年
(
一

九
一
〇
)
十
一
月
三
十
日
に
営
業
を
出

願
、
大
正
元
年
十
二
月
七
日
福
地
村 ‒|

鳴
沢
間
七
マ
イ
ル
二
十
八
チ
ェ
ー
ン
(
約
十
一
・
八
キ
ロ
)

の
特
許
を
得
た
。
同
社
の
創
立
総
会
は
大
正
二
年
(
一
九
一
二
)
五
月
二
十
二
日
で
あ
る
の
で
会
社
設
立
前
に
内
認
可
を
得
て
鉄
道
敷
設

の
特
許
を
得
、
そ
し
て
創
立
総
会
を
開
催
し
た
の
か
そ
の
情
況
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。

同
社
の
定
款
の
要
旨
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
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富
北
軌
道
株
式
会
社
定
款

第
壱
章

総
則

第
壱
条

当
会
社
ハ
上
吉
田
金
鳥
居
ヨ
リ
精
進
湖
本
栖
湖
畔
フ
経
テ
甲
駿
国
境

ニ
至
ル
間
ニ
軌
道
ヲ
敷
設
シ
岳
北
本
栖
湖
精
進
湖
西
湖
河
口
湖
ノ
観

光
ヲ
便
ニ
シ
甲
駿
ノ
連
絡
旅
客
ノ
塔
載
貨
物
ノ
運
送
業
ヨ
営
ム
ッ
以
テ
目
的
ト
ス

第
弐
条

当
会
社
ハ
商
号
ヲ
富
北
軌
道
株
式
会
社
ト
称
ス

第
参
条

当
会
社
ノ
本
店
ハ
南
都
留
郡
船
津
村
船
津
参
千
六
百
参
拾
九
番
地
二
設
ク

但
出
張
所
ハ
枢
要
ノ
各
地
ニ
之
レ
ヲ
置
ク

第
四
条

(
省

略
)

第
五
条

本
社
ノ
存
立
時
期
ハ
会
社
成
立
ノ
日
ヨ
リ
参
拾
ケ
年
ト
ス

第
弐
章

資
本
及
株
式

第
六
条

本
社
ノ
資
本
総
額
及
壱
株
ノ
金
額
ハ
左
ノ
如
シ

資
本
金
の
総
額

金
五
万
円

壱
株
ノ
金
額

金
五
拾
円

(
以
下
第
七
条
～
拾
九
条
省
略
)

第
参
章

株
主
総
会

第
弐
拾
条

定
時
総
会
の
開
ク
ヘ
キ
時
期
ハ
毎
年
五
月
拾
壱
月
ノ
弐
回
ト
ス

(以
下
第
弐
拾
壱
条
～
弐
拾
四
条
省
略
)

第
四
章

役
員

第
弐
拾
五
条

取
締
役

、
七
名
以
内
ト
シ
拾
株
以
上

ヲ
有
ス
ル
株
主
中
ヨ
リ
監
査
役
ハ
参
名
以
内
ト
シ
五
株
以
上
ヲ
有
ス
ル
株
主
中
ヨ
リ
之

ヲ
選
任

ス
内
取
締
役
ノ
壱
名
ヲ
社
長
ト
ス

第
弐
拾
六
条

取
締
役
ノ
任
期
ハ
参
ケ
年
ト
シ
監
査
役
ノ
任
期
ハ
ジ
ヶケ
年
ト
ス
(
以
下
条
文
略
)

(第
弐
拾
七
条
～
壱
拾
八

条、
第
五
章
計

算、
第
壱
拾
九
条
～
第
参
拾
壱
条
省

略
)

附
則



壱

30-

第
参
拾
参
条

会
社
設
立
ノ
際
発
起
人
ノ
引
受
ク
ベ
キ
株
数
及
其
住
所
氏
名
左
ノ
如
シ

七
拾
株
西
八
代
郡
上
九
一
色
村
九
拾
弐
番
戸

土
橋

孝
百
弐
拾
六
株

南
都
留
郡
船
津
村
六
拾
参
番
戸

井
出

与
五
右
衛
門

九
拾
壱

株
同
郡
小
立
村
参
百
参
拾
番
戸

誉
田

義
英

参
拾
株

東
八
代
郡
右
左
口
村
百
七
拾
番
戸

小
林

亀
太
郎

参
拾
株

南
都
留
郡
福
地

村
四
拾
四
番
戸

堀
内

啓
治

弐
拾
株

同
郡
勝
山
村
拾
八
番
戸

小
佐
野
治
助

弐
拾
株

同
郡
鳴
沢
村
百
六
拾
七
番
戸

渡
辺

音
松

弐
拾
五
株

同
郡
同
村
百
六
十
四
番
戸

渡
辺

喜
八

拾
六

株
同
郡
同
村
弐
拾
壱
番
戸

渡
辺
宗
太
郎

参
拾
株

同
郡
同
村
新
拾
四
番

戸
渡
辺
桂
次
郎

拾
株

同
郡
小
立
村
武
百
拾
五
番
戸

深
山

兼
次
郎

拾
参
株

同
郡
勝
山
村
六
拾
八
番
戸

在
原

嶋
吉

五
株

同

郡
船
津
村
弐
百
参
拾
九
番
戸

中
村
源
太
郎

拾
株

同
郡
同
村
船
津
三
千
八
百
五
拾
九
番
地

井
出
勝
次
郎

六
株

同
郡
大
嵐
村
参
番
戸

渡
辺

徳
左
衛
門

壱
株

同
郡
同
村
拾
九
番
戸

渡
辺

伊
左
衛
門

発
起
人
総
代

井
出

与
五
右
衛
門

堀
内

啓
治

誉
田

義
英

小
佐
野

治
助

土
橋

孝

ま
た
同
社
の
役
員
は
つ
ぎ
の
様
に
な
っ
て
い
る
。
富
北
軌
道
株
式
会
社

取
締
役
社
長

井
出

与
五
右
衛
門
、
取
締
役

土
橋

孝
、

専
務
取
締
役

誉
田

義
英
、

取
締
役

堀
内

啓
治
、
同

山
口
佐
重
郎
、

同
小
佐
野

治
助
、
同

渡
辺

喜
八

大
正
三

年
(
一
九
一
四
)
に
な
る
と
事
務
所
を
従
来
の
船
津
村
円
通
寺
内
か
ら
福
地
村
(
現
富
士
吉
田
市
)
金
鳥
居
際
四
百
九
十
六
番
戸
に
移
転
し

た
が
、

再
び
船
津
村
三
六
三
九
番
地
に
移
っ
て
い
る
。

数
度
に
わ
た
る
計
画
変
更
を
経
て
大
正
六
年
三
月
三
十
日
、
吉
田
、
船
津
間
が
開
通
し
、
営
業
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
開
業
時
の
状
況
に

つ
い
て
『
船
津
湖
畔
も
の
が
た
り
』
に
つ
ぎ
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
‒
こ
の
鉄
道
馬
車
は
寿
司
詰
に
乗
込
ば
、
二
十
人
も
の
乗
客

を
駁
者
口
か
ら
押
込
む
と
、
豆
腐
屋
の
ラ
ッ
パ
そ
の
儘
の
警
笛
一
声
。
ト
テ
ー
ト
テ
ー
と
嘯
山
腹
に
時
な
ら
ぬ
文
明
の
笛
音
を
木
霊
し
な

が
ら
、
吉
田
の
宿
え
蹄
と
き
し
み
の
コ
ー
ラ
ス
は
薄
れ
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。
村
民
は
農
耕
も
打
忘
れ
た
如
く
こ
の
馬
車
軌
道
を
眺
め
た

し
、
軌
道
に
散
乱
す
る
馬
糞
を
、
下
肥
桶
を
肩
に
拾
ひ
歩
く
農
夫
ま
で
飛
出
る
と
い
う
騒
で
あ
っ
た
」
。
ー
(
同
書
一
六
九
頁
)

大
正
六
年
と
八
年
に
お
け
る
県
下
の
鉄
道
馬
車
に
つ
い
て
山
梨
県
統
計
書
で
は
つ
ぎ
の
発
表
が
さ
れ
て
い
る
。
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長 大

JE

六

数

度

大

正TE

度

3

大
正

六
年

度
八

年
度

会
社

名
一線

路
長

車
輌

馬
匹

乗
客

数
荷
物
(
円
)

線
路

長
車
輛

馬
匹

乗
客

数
荷
物
(
円
)

1:
都
留
馬
車
鉄
道

|一
二
・
七

二二
五
三
二
八

八
八
、
五
三
一
四
、
〇
〇
四

一
三
・
五
五

五
H五

二
五
一
七
六
、
七
四
五

七
、
七
八
四

富
北

一
・
七
八

八
一

七
一
九
、
七
六
一

一
七
〇

二
・
〇

○〇
八

六

E

二
二
、
四
九
三

富
士

1
一 〇
・
〇
1 1

四
〇

五
四
三
〇
四
、
二
九
七
五
、
五
四
五
一
一
・
六
六

五
八

五
七
四
一
三
、
八
五
七
二
〇
、
三
九

一

山
梨
軽
便
鉄
道
一
七
・
〇
〇

三
二

七
九
四
七
三
、
七
四
四

‒ ‒
一
七
・
二
八

三
二 二

八
一
五
二

四
、
九
七
五

大
正
十
一
年
(
一
九
二
二
)
に
は
富
北
軌
道
の
社
名
を
富
士
回
遊
軌
道
株
式
会
社
と
改
称
す
る
。
同
社
の
『
第
弐
拾
参
回
狛至
交 大
証正
十
三

年
五十
月
二 一
十
一
日
営
業
報
告
書
』
の
概
要
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
庶
務

大
正
拾
参
年
六
月
拾
壱
日
取
締
役
変
更
ノ
登
記
ラ
谷
村
区
裁
判
所
福
地
出
張
所
ニ
申
請
シ
タ
リ

大
正
拾
参
年
六
月
拾
八
日
第

弐
拾
弐
回
営
業
報
告
書
ヲ
山
梨
県
庁
都
留
税
務
署
南
都
留
郡
役
所
二
各
三
通
宛
ラ
提
出
シ
タ
リ

大
正
拾
参
年
六
月
弐
拾
参
日
ヨ
リ
勝
山

3

厩
舎
二
馬
飼
人
壱
人
雇
入
吉
田
厩
舎

ヨ
リ
分
馬
シ
タ
リ

大
正
拾
参
年
七
月
壱
日
取
締
役
渡
辺
喜
八
ノ
死
亡
ノ
登
記
ヲ
谷
村
区
裁
判
所
福

地
出
張
所
二
申
請
シ
タ
リ

大
正
拾
参
年
九
月
弐
拾
六
日
逓
信
大
臣
に
電
話
工
事
延
期
願
ッ
提
出
許
可
ヲ
得
タ
リ

〇
事
業
ノ
景
況

延
長
工
事
ニ
就
テ
ハ
軌
条
及
附
属
物
一
式
枕
木
迄
取
揃
へ
予
定
ノ
工
事

=
向
ツ
テ
進
行
シ
ツ
、
ア
ル
モ
喧
伝
セ
ラ
レ
ッ

、
ア
ル
岳
麓
ノ
開
発
ニ
多
大
ナ
ル
関
係
ア
ル
事
ト
テ
残
工
事
タ
ル
大
田
和
鳴
沢
間
へ
殊
ニ
此
処

ニ
留
意
シ
県
道
改
修
工
事
ト
併
行
セ
シ
メ

度
希
望
ヲ
以
テ
県
ョ
リ
測
量
技
師
ノ
派
遣
ラ
願
ヒ
充
分
ナ
ル
測
量
ヲ
為
シ
着
々
予
定
ノ
進
路
ニ
進
ミ
ツ
、
ア
リ

営
業
ノ
状
況

営
業
ノ
状
況
、
漸
次
良
好
ニ
向
ヒ
ッ
ツ
ア
ル
モ
特
ニ
七
月
八
月
ノ
避
暑
期

ニ
入
り
河
口
湖
西
湖
精
進
湖
本
栖
湖
ノ
湖
水
廻

リ
ノ
客
意
外
ニ
多
ク
予
想
シ
タ
ル
準
備
モ
時
々
円
滑
ナ
ル
運
転
に
支
障
ヲ
来
ス
盛
況
ヲ
極
メ
タ
リ
シ
モ
客
年
ノ
震
災
ハ
未
ダ
財
界

=
悪
影

響
ヲ
及
ボ
ッ
五
湖
及
青
木
ヶ
原
樹
海
ノ
観
楓
客
激
減
シ
タ
ル
ハ
自
然
ノ
趨
勢
ト
ハ
言
へ
遺
憾
ノ
極
ミ
ナ
レ
共
富
士
ヲ
包
容
ス
ル
岳
麓
ノ
観
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二

〇
人員均

五 五 円
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賞
客
へ
期
セ
ズ
シ
テ
殺
到
ス
ル
ハ
自
明
ナ
リ
斯
ク
観
シ
来
レ
バ
本
社
ノ
前
途
又
隆
昌
タ
ル
ハ
期
シ
テ
待
ツ
ベ
キ
ノ
ミ
本
期
末
ニ
於
ケ
ル
職

員
左
ノ
如
シ

社
長

壱
名
、
専
務
取
締
役

壱
名
、
取
締
役

四
名
、
監
査
役

弐
名
、
事
務
員

壱
名
、
馬
匹
長

壱
名
、
車
掌
監

督
壱
名
、
車
掌
馭
者

五
名
、
馬
飼

弐
名
、
合
計

拾
八
名

貨
車
収
入
月
別
表

客
車
収
入
月
別
表

月
別

台
数

一
金

額
台
数 日
平
均

一
日
平
均
金
額

月
別
人

員
一
金

額
一
日
平人
均員

一
日
平
均

金
額

2

五
月

一
五二

五

円九
九
〇 o
〇 o
l

四
、
九

一
九
三
〇

五
月

六
、
四
〇
九
一
、
〇
九
一
〇
二
〇

二
〇
六

三
1五 円

一
六
〇

六
月

九
三

五
一
八
五
〇

三
、
二

一
七
二
〇

六
月

四
、
六
四
〇

七
六
四
五
九
〇

一
五
四
三
二
五

四
八
〇

七
月

一
四
〇

六
三
九
五
〇

四
、
五

二
〇
六
〇

七
月

一一
、
一
二
三
一
、
九
七
〇
三
七
〇

三
五
八

六
三

六
五
〇

1

八
月

|
一
五
三

六
三
三
五
〇

四
、
九

二
〇
四
〇

八
月
一
四
、
一
八
二
二
、
三
三
二

一
六
〇

四
五
七

七
四

二
六
〇

九
月

一
七
二 三

六
九
四
〇
〇

五
、
七

二
三
一
〇

九
月

七、
四
四
一

一、
三
八
九
三
三
〇

二
四
八

四
六

三
一
1〇

一
九

二
〇
四
五
〇

○ 〇、
六

六
五
〇

十
月

六
、
一
七
九
一
、
一
二
三
八
八
〇

一
九
九

三
六

二
五
〇

Th
e

七
二
九
三
二
八
九
〇
〇

三
、
九

一
七
八
〇

計
四
、
九
七
四
八
、
六
七
一
二
三
三
〇

二
七
〇

四
六

八
五
〇

株
主
名
簿

(
本
村
関
係
の
み
抜
粋
)

三
三
〇
株

鳴
沢
村
外
四
ヶ
村
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
役
場
、

五
三

株
渡
辺
桂
次
郎
、

五
〇
株

大
田
和
組

合 、
四
〇
株

鳴
沢
村

長
、
三

九
株

渡
辺
喜
八
、

四
株

渡
辺
潤
次
郎
、

四
株

小
林
鶴
吉
、

四
株

渡
辺
宗
太
郎
、

四
株

渡
辺
音
松
、
二

株
渡
辺
勝

弥
、
二

株
渡
辺
福
員
、
二

株
渡
辺
岩
太
郎
、
二

株
清
水
英
吉
、
二

株
渡
辺

輝
、
二
株

渡
辺
繁
範
、
二

株
三

蒲
和
蔵
、
二

株
小
林
何
吉
、
二
株

小
林
修
多
、
二

株
梶
原
賀
重
郎
、
二
株

小
林
松
次
郎
、
二
株
三
浦
傳
作
、
二
株

小
林
速
之
、
二
株
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渡
辺
正
作
、
二

株
渡
辺
富

吉、
二
株

小
林
孝
賢
、
二
株

小
林
清

正、
壱
株

小
林
将
雄
、

壱
株

梶
原
熊

吉、
壱
株

渡
辺
百
太

郎
、
壱
株

渡
辺
勢
次
郎
、

壱
株

小
林
勝
永
、

壱
株

渡
辺
七
太
郎
、

壱
株

渡
辺
鶴

吉、
壱
株

渡
辺
瀧
蔵
、

壱
株

佐
藤
好
蔵
、

壱
株

渡
辺
秀
治
、

壱
株

渡
辺

彰
、

壱
株

渡
辺
千
次
郎
、

壱
株

三
浦
己
之
吉

こ
の
株
主
名
簿
を
み
る
と
株
主
一
三
一
名
中
、
鳴
沢
村
の
人
が
三
十
九
名
で
全
体
の
三
〇
%
、
又
、
持
株
数
も
五
株
で
全
体
の
三
〇
%

と
な
っ
て
い
る
。
所
在
地
も
鳴
沢
村
が
三
十
九
名
、
小
立
村
二
十
一
名
、
福
地
村
十
八

名、
船
津
村
十
六
名
、
勝
山
村
十

名、
瑞
穂
村
十

名
と
な
っ
て
鳴
沢
村
か
ら
の
出
資
者
が
多
い
。
こ
の
富
士
回
遊
軌
道
株
式
社
に
か
け
る
本
村
民
の
期

待が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
が
、
大
田
和
ま
で
来
た
鉄
道
馬
車
は
、
本
村
ま
で
な
か
な
か
入
っ
て
来
な
か
っ
た
。
大
正
十
四
年
(
一
九
二
五
)
六
月
発
行
の
鉄
道

省
運
輸
局
『
富
士
裾
野
め
ぐ
り
』
の
富
士
裾
野
め
ぐ
り
略
図
に
は
上
吉
田
一 ‒
船
津 ‒|

大
田
和 ‒ ‒

鳴
沢
間
に
馬
車
鉄
道
の
標
示
が
あ
る
が
、

同
書
本
文
の
説
明
は
「
吉
田‒

大
田
和
間
、
五
・
〇

哩
、

鉄
道
馬
車
料
金
四
五
銭
、

時
間
一
時
間
三
〇

分
」
と
な
っ
て
い
る
。

会
社
の
筆

頭
株
主
で
あ
る
鳴
沢
村
恩
賜
林
組
合
で
は
同
組
合
役
場
前
迄
来
て
い
た
鉄
道
馬
車
を
村
中
の
大
田
和
農
協
前
ま
で
の
線
路
を
敷
設
し
利
用

し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
監
督
官
庁
の
公
式
書
類
に
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
正
式
認
可
を
受
け
な
い
ま
ま
に
営
業
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
つ
来
る
か
と
村
民
の
熱
い
期
待
の
大
田
和‒

鳴
沢
役
場
間 の

路
線
も
つ
い
に
大
正
十

五
年
(
一
九
二

五 )
に
は

断
念
、
関
係
官
庁
に
起
業
廃
止
の
届
け
を
提
出
し
た
。

「
大
正
元
年
十
二

月
七
日
富
士
回
遊
軌
道
株
式
会
社
二
特
許
セ
ル
軌
道
中
山
梨
県
南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
長
塚
ョ
リ
同
村
字
前
丸
尾

=
至

ル
一
哩
二
十
七
「
鎖
間

』起
業
廃
止
ノ
件
去
月
三
十
一
日
許
可
セ
リ
」
(
官
報
大
正
十
五
年
八
月
五
日

付)

こ
の
よ
う
に
し
て
吉
田
‒
船
津
― ‒
本
村‒ ‒

精
進
―
本
栖
を
結
ぶ
富
士
北
麓
を
走
る
馬
車
鉄
道
も
当
初
予
定
の
半
分
の
道
程
で
つ
い
に
終

止
符
を
打
つ
こ
と
と

な
る
。
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第
四
節

自
動
車
に
よ
る
運

輸

馬
車
鉄
道
の
開
通
に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
富
士
北
麓
の
交
通
近
代
化
は
自
動
車
に
よ
る
時
代
と
な
る
。

山
梨
県
に
お
け
る
乗
合
自
動
車
の
営
業
は
大
正
五
年
(
一
九
一
六
)
三
月
に
甲
府
若
松
町
で
堀
慶
次
郎
が
開
業
し
た
の
が
は
じ
め
で
あ

る
と
言
わ
れ
る
。
大
正
六
年
に
は
甲
府
‒―
倉
庫
町
(
現
白
根

町)
を
山
梨
自
動
車
運
輸
株
式
会
社
が
、

ま
た
甲
府
― ‒
日
下
部
(
現
山
梨
市
)

を
甲
府
自
動
車
株
式
会
社
の
手
で
、
山
梨
軽
便
鉄
道
株
式
会
社
は
甲
府
勝
沼
、
甲
府
小
井
川
間
を
、
翌
七
年
に
は
甲
府
―

鰍
沢
間
を
山
梨

自
動
車
株
式
会
社
が
、
大
正
八
年
(
一
八
一
九
)
に
は
富
士
自
動
車
会
社
に
よ
る
大
月
‒―
吉
田
間
の
営
業
が
は
じ
ま
る
。
こ
れ
ら
は
か
つ

て
の
鉄
道
馬
車
の
路
線
で
あ
り
、

馬
車
か
ら
自
動
車
に
移
る
歴
史
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
県
下
に
多
く
の
乗
合
自
動
車
が
設
立
さ
れ
た
が
、
昭
和
二
年
に
は
甲
府
の
会
社
三
社
が
合
併
し
て
株
式
会
社
山
梨
開

発
協
会
と
な
り
甲
府
盆
地
地
域
の
乗
合
自
動
車
業
界
の
主
導
権
を
に
ぎ
る
。
富
士
北
麓
地
方
に
お
い
て
は
、
こ
れ
よ
り
先
の
大
正
六
年
、

(一
九
一
七

)、
時
の
山
梨
県
知
事
山
脇
春
樹
に
よ
る
富
士
山
麓
の
観
光
開
発
が
提
唱
さ
れ
て
在
京
県
有
力
者
に
よ
る
会
社
設
立
の
プ
ラ
ン

も
出
さ
れ
、
い
よ
い
よ
具
体
的
に
話
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
堀
内
良
平
、
根
津
嘉
一
郎
を
中
心
と
す
る
創
立
委
員
が
決
め
ら
れ
、
資
本

金
五
百
万
円
の
会
社
、
富
士
山
麓
電
気
鉄
道
株
式
会
社
が
創
立
さ
れ
た
の
が
大
正
十
五
年
(
一
九
二
六
)
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
会

社
の
設
立
発
起
人
五
八
名
中
、
本
村
関
係
者
と
し
て
渡
辺
宗
太
郎
、
渡
辺
桂
次
郎
、

渡
辺
匡
知
の
三
名
の
名
が
み
え
る
が
、
こ
の
三
名
は

と
も
に
馬
車
鉄
道
、
富
士
回
遊
軌
道
の
関
係
者
で
あ
る
。
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富
士
山
麓
電
鉄
の
創
立
目
論
見
書
に
は

「( )
右
第
一
期
線
電
鉄
敷
設

二
付
富
士
電
気
軌
道
株
式
会
社
/
経
営
二
係
ル
大
月
吉
田
間

/
電
気
鉄
道
及
吉
田
山
中
間
ノ
馬
車
鉄
道
並

三
吉
田
鳴
沢
間
ノ
馬
車
鉄
道
等
八
撤
廃
セ
サ
ル
可
ラ
サ
ル
ラ
以
テ
ス 之

ヲ
買
収
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
(
後
略
)
」
(
富
士
山
麓
史

三
七
四
頁
)
と

あ
り
、
既
設
の
馬
車
鉄
道
の
路
線
を
買
収
吸
収
す
る
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

事
実
、

吉
田
‒ ‒
船
津
|
小
立
| ‒
鳴
沢
̶
精
進
湖
畔
間
を
大
田

和
‒
鳴
沢
間
の
馬
車
鉄
道
着
工
廃
止
を
決
め
た
大
正
十
五
年
頃
か
ら
乗
合
自
動
車
運
行
を
し
て
い
た
富
士
回
遊
軌
道
は
昭
和
二
年
(
一
九

二
七
)
十
一
月
に
富
士
山
麓
電
鉄
に
買
収
さ
れ
た
。

昭
和
十
六
年
(
一
九
四
一
)
に
は
都
留
自
動
車
が
設
立
さ
れ
る
。
翌
十
七
年
に
は
御
岳
自
動
車
と
三
日
月
自
動
車
が
山
梨
開
発
協
会
に

買
収
さ
れ
、
翌
十
八
年
に
は
御
坂
国
道
バ
ス
と
都
留
自
動
車
会
社
が
富
士
山
麓
電
鉄
に
統
合
さ
れ
、
国
の
戦
時
体
制
企
業
整
理
に
よ
り
山

梨
県
第
一
区
は
山
梨
開
発
協

会、
郡
内
地
域
は
山
梨
県
第
二
区
と
し
て
富
士
山
麓
電
鉄
に
そ
れ
ぞ
れ
統
合
さ
れ
、
二

大
会
社
に
よ
り
運
行

37

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
昭
和
二
十
年
(
一
九
四
五
)
五
月
に
山
梨
開
発
協
会
は
山
梨
交
通
株
式
会
社
に
、

富
士
山
麓
電
鉄
は
昭
和
三

十
五

年
(
一
九
六
〇
)
に
富
士
急
行
株
式
会
社
と
そ
れ
ぞ
れ
社
名
変
更
を
行
な
い
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

本
村
に
関
係
あ
る
自
動
車
路
線
は
、

富
士
急

行
バ

ス
富
士
吉
田
駅‒ ‒

河
口
湖
駅
‒ ‒
鳴
沢
‒ ‒
氷
穴 ‒|

精
進
湖
―‒ |

本
栖
湖
‒
富
士
宮
駅
| ‒
富

土
駅
の
ル
ー
ト
を
中
心
に
運
行
さ
れ
て
い
る
。
本
村
に
あ
る
バ
ス
停
留
所
は
境
野
、
鳴
沢
小
学
校
前
、
堀
の
内
、
緑
の
休
暇
村
、
紅
葉
台

入
口
と
勝
山
方
面
か
ら
来
る
鳴
沢
駐
在
所

前
、

大
田

和
、

大
田
和
農
協

前
で
あ
る
。

昭
和
九
年
(
一
九
三
四
)
八
月
現
在
の
山
梨
県
自
動
車
営
業
者
案
内
に
よ
る
と
貸
切
自
動
車
営
業
で
鳴
沢
村
渡
辺
勢
次
郎
の
名
が
み
え

る
。
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南
都
留
郡
船
津
村
一
〇
七
一

南
都
留
郡
船
津
村

南
都
留
郡

船
津

村

宮
下

雅
広

梶
原

武
一

郎
池

鯉
太

郎
電

話
九

番
賃

電
話

七
番

切
南
都

留
郡

小
立

村
南
都

留
郡

小
立

村
南
都
留

郡
小

立
村

J
I

渡
辺

政
小

池
義

明
度

辺
電
話
勝
山
一
〇

番
電
話
勝
山
一
二

番

南
都

留
郡

勝
山

村
南

都
留
郡

西
湖

村
南
都
留
郡
大
石
村

在
島

E

吉
電
話
勝
山
一
六

番
渡

辺
繁

雄
堀

内
勝

雄

南
都

留
郡

鳴
沢

村
南
都
留
郡
忍

野
村
五
〇
七

南
都
留
郡
上
九
一
色
村
精
進

度渡
勢

次
郎

桜
井

泰
渡

辺
2

森
3
0

貸
H

南
都
留
郡
上
九
一
色
村
本
栖

赤 南
都池
留
郡
上
九
一
色
村
精
進

伊
藤

宗
作

精
進
湖
遊

覧
船
合
資
会
社

昭
和
六
十
年
四
月

� 現
在
、

本
村
に
お
け
る
運理
輸
業
者
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

明
見
タ
ク
シ
ー
有
限
会
社
鳴
沢
営
業
所
、
高
橋
運
輸
興
業
株
式
会
社
、
北
富
士
タ
ク
シ
ー
、
北
富
士
陸
送
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